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論文の内容の要旨

　本論文は，近世後期の民衆移動が松前・蝦夷地への「松前拝」を主形態に展開するなかで，それに対応す

る奥羽諸藩・幕府の政策展開が，国際情勢の緊追と農村状況の変化とかかわることで，どのような問題を惹

起したかの究明を目的としている。

　「序章」では，その前提として，当時の奥羽諸藩の情勢をつぎのように整理する。奥羽諾藩はクナシリ・

メナシの蜂起への対応のなかで，幕府対外政策の先兵の役割を担うことになり，また天明期以降，弘前藩の

地主・小作関係展開に見るように労働力不足による給銀上昇に直面し手作経営の危機をむかえるという緊追

した状況にあったことをあげる。

　「第一章　蝦夷地幕領化と民衆移動」では，北方杜会で寛政年間以降盛んとなる「松前抹」が松前・蝦夷

地での都市的発展にも触発され増加していき，弘前藩では人別把握の必要から寛政10年以降に6年1度（子・

午）面改が実施されていく経緯と杜会的背景を論述する。とくに寛政11年の東蝦夷地幕領化と箱館開発に

ともない，「松前御用地」への労働力移動も進行するなかで，弘前藩は幕府とのあつれきに当面しつつ「入百姓」

政策をとり，自領内の百姓確保に向かう。また弘前藩のなかには松前・箱館への斡旋をする「伸宿」をおこ

なう問屋もあらわれ，藩は面改・人別改を一層強化する。この蝦夷地幕領化にともない弘前・盛岡藩では内

地アイヌ同化政策がなし崩し的にとられたが，これは本州におけるアイヌ文化を政治の上で否定するもので

もあった。

　「第二章　旅人統制の展開と「面改」」では，文化2年（1805）と文政9年（1826）の弘前藩旅人統制令を

比較検討することにより，この時期の「松前拝」の方向性とその後方基地たる弘前藩領での新たな動きを論

述している。この時期「松前持」は，船持層（重立百姓）が仕込金により労働力編成して追鱗漁に参加する

形態にまで展開しており，弘前藩領には一時的労働力不足をもたらす。他方弘前藩では，他領から入り込ん

だ者が婚姻・養子などの関係をもち定住化するものも多く，これが「松前拝」による人口流出を補完するも

のにもなっていたが，一方では「出火」・「給銀高騰」などの杜会間題を生み，藩も旅人を違法で迎え入れる

領民には処罰をくわえるとの規定も加える。こうしたなかで展開する「松前持」は蝦夷地を自己解放の場と
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願望するような認識も生み，弘前藩・北方社会には松前・蝦夷を主体的に志向する状況が形成されていた。

　「第三章　天保飢饅と民衆移動」では天保飢饅という杜会状況のなかでの弘前藩の政策と「松前拝」との

かかわりが考察される。個別の百姓が便船を雇い松前に向かう形態と，村方所持の小規模船で藩の年貢米廻

送を請け負いながら追鱗漁をする形態が見えるが，弘前藩は飢鰹状況のなかで年貢米を確保し，後者による

「松前持」をすすめ，財政確保を図る。また一方で，藩は天保13年には文政9年令を基本とした旅人統制

令をだすが、「松前抹」は事実上容認された。また同15年には「面改」を実施するが，その規定（！3ケ条）

は寛政・文政の原則を維持しながら効率よい手順で完了することに主眼を置くが，明確に家を単位に個人の

生活環境を把握しようとする意図が見られ，脱法的定住者を体制内に編入し，体制基盤を整備しようとする

ものであった。

　「第四章　文久二年旅人統制令と文久三年「面改」」では箱館開港という新局面のなかでの「松前拝」と旅

人統制・面改の問題を論じる。「松前拝」は開港前から激増して，仕込金による組織的編成をもって展開し

ていたが，開港後はさらに道南～奥羽の流通が拡大し，年貢米廻送業者が私的営業（自分乗）を兼ねて活動

を活発化し，藩は過料銭徴収で容認していく。このため農村部は「無人」状況となり，藩の海防政策（民兵

編成）と齪鱈することとなり，藩は松前渡航詐可を厳格化する形式で妥協した。こうした情勢下で出された

文久2年旅人統制令（23ケ条）は文政9年令を踏襲するもので有効策に欠けるが，村々での内密な止宿を

防止しようとする姿勢が顕著に見える。同3年の面改（規定15ケ条）は領民の再生産基盤の実状把握を意

図しているが，この時点での風俗立直と民兵動員体制の基礎をつくる方向にあった。

　「第五章　幕末期の村落状況と民衆移動」では，まず文久3年弘前藩浅虫村人別改帳・根井村面改帳の詳

細な分析のもとに，両村の景観が復元される。この両村は青森湾に面し，住人には松前・江差住人所持船の「沖

船頭」となっている者が広汎にみられる。彼らは藩域をこえて漁業・商晶取引を展開しているのだが，その

背景には西蝦夷地での緋漁拡大の動きがあった。こうしたなかで，弘前藩は全域で船商売の実態把握と活動

制隈にのりだすが，そこで明らかとなったのは西津軽での「合船」や名目貸借であったが，藩は極印を打ち，

船帳に登録することで把握しようとした。つまり津軽海峡を舞台にした海上交通・漁業が展開していて，藩

はそれを把握しようとする。「松前抹」は嘉永2年には藩の把握だけでも1400人に達し，海防政策の障害に

なるほどであったが，松前に向かうのは海岸部の者だけでなく本来は移動が規制された内陸部も含まれるよ

うになる。内陸部の者は海岸部住人の「養弟」となり，一定期問を経て松前に向かう。こうした新たな交通

と流通の展開は，海岸部村落の景観にも変化をもたらし，浅虫村では船場近くに倉庫や季節的作業場として

の明屋敷群が生み出された。松前・江差～奥羽社会は，津軽海峡を舞台に展開する交通・流通関係のなかで，

改変を余儀なくされつつあった。

　「第六章　幕末・維新期の杜会と民衆動向一「悪習」の社会背景一」では弘前藩領で社会問題となった「投火」

とその社会的背景を扱う。天保期以降弘前藩領農村では重立百姓と一般百姓の問に貸借関係が広汎に展開し

て，飢饅状況のなかでは返済拒否の動きが村定として行われることもあった。さらに強引な返済強要をおこ

なう重立層・役人に対しては「投火」を行う者も現れるが，村落は黙認している。こうしたなかで出された

文久2年旅人統制令は，出火に警戒しながら，その原因が外部からの流入者というより先祖伝来の田畑を失っ

た百姓層にあることを認めている。「投火」による杜会的制裁は個別的・隠匿的であり，世直し一撲のよう

なひろがりを持たないものであるが，藩も有効な対応策を出せないでいる。「松前拝」に顕著に見られる民

衆移動は，小前農民層の農村滞留の可能性を減少させることで，一体化した抵抗形態への転化を難かしくさ

せていた，と論じる。

　「終章」では，全体の要旨をまとめるとともに，「松前持」の意義を幕末社会のなかに位置づけ，明治期へ

の展望をのべる。
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審査の結果の要旨

　本研究は，北奥社会・北方諸藩を場とした幕藩体制動揺・解体期の杜会変動の問題を，本格的に論じたも

のであり，その成果としては次の点が挙げられる。1．寛政期以降に増加する「松前拝」が北方社会全体の問

題であること，なかでも弘前藩領は他領者も含め松前・蝦夷に向かう人々，またそこから帰還する者が滞留

する地域に編成され，津軽海峡を舞台にした交通・流通・生活圏が展開し，それゆえに独自の杜会間題が発

生していることを，究明した。2．こうしたなかで，幕府の意向をうけた弘前藩は北方警備担当の役割を強

化し，蝦夷・松前渡航者取り締まりを展開し，寛政！0年以降に「面改」令・旅人取締令をだして対応していっ

たことを，実証的に示した。その作業により，弘前藩庁日記の彪大な史料群から，基礎史料が確定され，学

界共通のものとなった。3．「面改」という新たな問題を提示し，法令だけでなく，「面改」帳そのものを史

料発掘し，史料的性格を明らかにした。これは，幕藩制解体期における藩の民衆把握の本質に追るものであ

り，他の北方諸藩の研究をおおいに刺激するものとなろう。

　ただ問題もなくはない。「松前持」の問題は十分論じられたが，史料的制約もあり，松前の都市的発展を

どのような性格と認識するか，また弘前藩の「面改」を中心とした権力的対応が，どのように近代の問題と

つながるのか，一層の解明の余地が残されている。だが，本研究は西南雄藩の藩政改革や幕政改革とはこと

なる枠組みをもって，北奥杜会を場とした本格的な江戸後・末期時代史論として，学界に寄与するところが

大きい。

　よって，著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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